
入札説明書 

 

 本調達は、「調達ポータル（https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101）」(以下「シ

ステム」という。）を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。 

 ただし、「紙」による入札書等の提出も可とする。 

 

１ 契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地 

  契約担当官等  支出負担行為担当官 

熊本国税局総務部次長 宮原 雅史 

  所属する部局  熊本国税局 

  所  在  地  〒860-8603 

熊本県熊本市西区春日２丁目 10 番１号 熊本地方合同庁舎Ｂ棟 

 

２ 競争入札に付する事項 

  調達件名 

八代税務署ほか２税務署庁舎の空調機保守管理業務 

  調達案件の仕様等 

「八代税務署ほか２税務署庁舎の空調機保守管理業務仕様書」（以下「仕様書」という。）のと

おり 

  履行期間 

「仕様書」のとおり 

 

３ 入札方法 

  入札書には、「仕様書」に定める業務に係る一切の費用を含んだ総価を記載すること。 

  落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、10％に相当する額（当該金額に１円

未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。）を加算した金額をもって落

札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

４ 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項 

  予算決算及び会計令第 70条の規定に該当しない者であること。 

   なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者

は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

  予算決算及び会計令第 71条の規定に該当しない者であること。 

  令和７・８・９年度財務省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で「Ｂ」、

「Ｃ」又は「Ｄ」の等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。

又は、当該参加資格を有していない者で、入札書の受領期限までに競争参加審査を受け、競争参

加資格者名簿に登載され、当該等級に格付けされた者であること。 

  各省各庁から指名停止等を受けていない者(支出負担行為担当官が特に認める者を含む。)であ

ること。 

  経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確

https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101


保される者であること。 

 

５ 証明書等の提出 

入札に参加しようとする者は、次に示された資料（以下「証明書等」という。）を提出し、当方の

審査を受けなければならない。 

  なお、審査に合格しなかった場合は、入札に参加することはできないものとする。 

 ・ 応札条件等証明書 

 ・ 指名停止等に関する申出書 

 ・ 誓約書（役員等名簿を含む） 

 ・ 「競争参加者資格審査結果通知書（全省庁統一資格）」の写し 

 ・ 委任状（復代理人が入札する場合は２部） 

 ・ 業務の一部再委託の内容（業務の一部を再委託する場合） 

 ・ 紙による入札への参加について（紙による入札への参加の場合） 

 ・ 第２種冷凍機械責任者の証明書の写し 

 

６ 入札書及び証明書等(以下｢入札書等｣という。)の提出場所等 

  入札書の提出場所 

入札書の提出は、次のいずれかの方法により提出すること。 

① システムによる提出 

② 紙による提出 

紙による入札書等の提出を希望する場合には、以下の場所に提出すること。 

熊本県熊本市西区春日２丁目 10 番１号 

熊本国税局総務部会計課経費係 

③ 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14 年法律第 99号）第２条第６項

に規定する一般信書便事業者若しくは同条第 9 項に規定する特定信書便事業者による同条第２

項に規定する信書便（以下「郵便等」という。）による提出 

④ 上記①から③以外の方法による入札書等の提出を希望する場合には、下記６(2)に示す証明書

等の受領期限までに下記 15  イの問い合わせ先に連絡すること。 

  証明書等の受領期限 

令和８年３月 11 日（水）17 時 00 分 

  入札書の受領期限 

令和８年３月 12 日（木）17 時 00 分 

 

７ 入札説明会の実施 

実施しない。 

 

８ 開札の日時及び場所 

令和８年３月 13 日（金）16 時 15 分 熊本国税局入札室 

ただし、同日に複数の開札があるため、開札時間が後ろ倒しになる場合がある。 

 

 



９ 質問書の提出 

仕様書に関し質疑等がある場合は、次のいずれかの方法により質問すること。 

  システムによる質問 

システムの｢質問回答｣により、次の期限までに質問を登録すること。 

令和８年３月４日（水）17 時 00 分 

  紙による質問 

   質問書(Ａ４判で様式は適宜)を作成し、上記⑴の期限までに上記６⑴の入札書等の提出場所へ

提出すること。 

  上記⑴及び⑵の質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。 

なお、システムによるものは、システム上でも閲覧することができる。 

イ 閲覧日時 

令和８年３月 12 日（木）17 時 00 分 までの開庁日 

９時 00 分から 12 時 00 分及び 13 時 00 分から 17 時 00 分 

ロ 閲覧場所 

〒860-8603 熊本県熊本市西区春日２丁目 10 番１号 熊本地方合同庁舎Ｂ棟 

熊本国税局総務部会計課経費係 

 

10 入札の実施方法 

  共通事項 

イ 競争入札に参加しようとする者は、入札公告、入札説明書及び仕様書を十分承知しておくこ

と。 

    なお、システムによる入札の場合、上記とともに調達ポータル・電子調達システム利用規約

（調達ポータルサイトに掲載）を十分承知しておくこと。 

ロ 前項の事項その他に関し疑問の点があるときは、事前に説明を求め十分承知しておくこと。 

ハ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 

ニ 入札後、不明の点があったことを理由として異議を申し立てることはできない。 

ホ 開札後、システムにおいて入札参加者全員の商号又は名称及び入札金額を公開するものとす

る。 

  証明書等の提出方法 

   証明書等は、次のいずれかの方法により提出しなければならない。 

イ システムによる証明書等の提出 

 システムにおいて、上記５に定める証明書等を上記６⑵の受領期限までに電子ファイル（一

部の書類について紙で提出することも可。）にて提出し、審査に合格しなければならない。 

    なお、マイナンバーカードを用いて入札する場合は、証明書等の提出もマイナンバーカード

を用いて提出しなければならない。 

ロ 紙及び電子媒体による証明書等の提出 

 上記５に定める証明書等を、上記６⑵の受領期限までに紙及び電子媒体にて提出し、審査に

合格しなければならない。 

  入札書の提出方法 

   入札書は、次のいずれかの方法により提出しなければならない。ただし、証明書等を紙及び電

子媒体で提出した者は、システムによる入札書の提出はできない。 



イ システムによる入札書等の提出 

(イ) システムにおいて、上記６⑶の受領期限までに入札書を提出しなければならない。 

(ロ) 代理人又は復代理人（以下「代理人等」という。）が入札する場合（マイナンバーカード 

を用いて入札する場合を除く。）は、上記６⑶の受領期限までにシステムの委任機能により委

任状を作成し、承認しなければならない。 

ロ 紙による入札書等の提出 

(イ) 入札書を直接提出する場合は封筒に封入し、かつ、その封皮に入札者氏名（法人の場合は

その商号又は名称）及び「３月 13日開札『八代税務署ほか２税務署庁舎の空調機保守管理業

務』の入札書在中」と朱書きし、上記６(3)の受領期限までに提出しなければならない。 

(ロ) 入札書を、郵便等により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒の封皮には、「３月 13日

開札『八代税務署ほか２税務署庁舎の空調機保守管理業務』の入札書在中」の旨朱書きし、

中封筒の封皮には直接提出する場合と同様の朱書きをし、書留郵便又は信書便の役務のうち

書留郵便に準ずるものにより、上記６ 宛に６ の受領期限までに必着するように送付しな

ければならない。 

(ハ) 代理人等が入札する場合は、上記６(2)の受領期限までに委任状を提出するか、システムの

委任機能により委任状を作成し、承認しなければならない。 

なお、委任状を提出する場合は、入札書に同封しないこと。 

(ニ) 入札書には、電子くじ番号（任意の３桁の数字）を併せて記載すること。 

ハ 上記イ・ロ以外の電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 

  入札書の要件 

次の各号に該当する入札書は無効とする。 

イ システム又は紙による入札の場合において、次に該当する入札書 

(イ) 上記４に示した競争に参加する者に必要な資格のない者及び入札に関する条件に違反した

者の提出した入札書 

(ロ) 明らかに連合によると認められる入札書 

(ハ) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理人をした者の入札書 

(ニ) その他その意思表示が民法上無効とされる入札書 

ロ システムによる入札の場合において、次に該当する入札書 

(イ) システムの利用規約に違反した者の入札書 

(ロ) 入札書に添付された電子証明書の氏名と委任状（システムの委任機能を利用した場合も含

む）に記載された受任者の氏名が相違している入札書 

(ハ) 入札書に内訳書を添付する場合で、入札内訳書の添付及び記載が無い入札書及び入札書に

記載された金額と内訳書に記載された金額が相違している入札書 

ハ 紙による入札の場合において、次の各号に該当する入札書 

(イ) 入札金額、入札件名、入札者の氏名(法人の場合は、法人名及び代表者の氏名)のいずれか

又はすべての記載がない入札書 

(ロ) 代理人等が入札する場合には、入札者の氏名（法人の場合は、法人名及び代表者の氏名）

及び代理人等であることの表示並びに当該代理人等の氏名の記載がない入札書 

(ハ) 入札件名の記載に重大な誤りがある入札書 

(ニ) 入札金額の記載が明確でない、又は入札金額の計算等に誤りがある入札書 

(ホ) 入札金額の記載を訂正した入札書であって、その訂正について入札者又は代理人等が訂正



したことが明らかでない入札書 

(ヘ) 入札書の氏名（法人の場合は、法人名及び代表者の氏名）又は代理人等の氏名が明確でな

い入札書 

(ト) ２通以上による入札書 

  開札手続き等 

開札手続きは、紙による入札等を含め、システムにより処理するものとする。 

イ システムによる入札者又はその代理人等は、再度の入札に備え、開札時にはシステムを立ち

上げたパソコンで開札状況を確認し、再度の入札書等を提出できるようにすること。 

ロ システムにより入札した者が再度の入札書の提出を紙で行おうとする場合は、上記イによら

ず、入札者又はその代理人等が開札に立ち会うものとする。 

ハ 紙による入札者又はその代理人等は、開札に立ち会うものとする。 

ニ 紙により入札した者が再度の入札書の提出をシステムにより行おうとする場合（証明書等の

提出をシステムにより提出した者に限る。）は上記ハによらず、上記イによること。 

ホ 上記ロ及びハにおいて、入札者又はその代理人等が立ち会わない場合は、入札に関係のない

当方の職員が立ち会い開札する。 

  再度の入札 

イ 開札の結果、落札となるべき入札者がいないときは、その場所において直ちに再度の入札を

行うものとする。 

なお、入札者又はその代理人等が立ち会わない場合は、辞退したものとする。 

    ただし、別途指示があった場合は、当該指示に従うこと。 

ロ 再度の入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。 

ハ 開札に立ち会う入札者又はその代理人等は、契約担当官等により開札手続きの終了を告げら

れるまで若しくは契約担当官等の許可なくして開札場所からの退出はできない。 

    また、上記によらず開札場所を退出した場合は、辞退したものとみなす。 

  同価の入札 

   開札の結果、落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、システムにおいて

「電子くじ｣を実施し、落札者を決定する。 

イ システムによる入札者又はその代理人等は、システムで入札書を提出する際に電子くじ番号

（任意の３桁の数字）を入力すること。 

ロ 紙による入札者又はその代理人等は、紙で入札書を提出する際に、電子くじ番号（任意の３

桁の数字）を併せて記載すること。電子くじ番号の記載がない、又は記載が明確でない場合

は、入札に関係のない当方職員が電子くじ番号を代わって決定する。 

  入札の延期等 

イ 入札者が相連合し又は不穏な挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行すること

ができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることが

ある。 

ロ 災害やシステム障害等が発生した場合であって、競争入札を執行することができない状態に

あると認められるときは、別途指示するので指示に従うこと。 

 

11 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 



12 入札保証金及び契約保証金 

免除する。 

 

13 契約書作成の要否 

  契約締結に当たっては、「契約書（案）」により契約書を作成するものとする。 

  契約金額は、入札書に記載された金額に、10％に相当する額（当該金額に１円未満の端数が生

じた場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。）を加算した金額とし、契約金額の表示は消

費税額及び地方消費税額を内書で記載する。 

  契約締結後、「公共調達の適正化について」（平成 18年８月 25 日付財計第 2017 号）に基づき、

契約の相手方の商号又は名称及び住所、契約金額等について、公表するものとする。 

   また、当該契約書については、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」第４条に定める

開示の請求があった場合には、同法に基づき開示する。 

 

14 落札者の決定方法 

  最低価格落札方式とする。 

  予算決算及び会計令第 79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行った入札者を落札者とする。 

 

15 その他 

  提出書類 

イ 資料等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。 

ロ 一旦受領した書類は返却しない。 

ハ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は、契約担当官等が特に必要を認めた場合を除き認

めない。 

  落札者に要求される事項 

   この一般競争入札の落札者は、別途、当方職員の指示に従い入札金額の内訳書を提出しなけれ

ばならない。 

 ⑶ 予算 

   本件入札に係る契約は、令和８年度予算が成立し、予算の執行が可能となったときをもって、契

約締結日とする。本件の場合には、令和８年度予算が令和７年度内に成立することを前提とすれば、

契約締結日は、令和８年４月１日となる。 

⑷ 問い合わせ先 

イ 入札及び仕様に関すること 

〒860-8603 熊本県熊本市西区春日２丁目 10 番１号 熊本地方合同庁舎Ｂ棟 

熊本国税局総務部 経費係 神野 

電話番号 096-354-6171 内線 6062 

ロ システムに関すること 

調達ポータル・電子調達システムヘルプデスク 

電話番号 0570-000-683（ナビダイヤル） 

         03-4332-7803（IP 電話等） 

調達ポータル（https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA02/OZA0201） 

https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA02/OZA0201
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熊本国税局 総務部 会計課 経費係 



  熊本国税局が発注する八代税務署ほか２税務署庁舎の空調機保守管理業務については、本仕様書

に基づき業務を履行するものとする。 

  なお、本件業務は、別紙「対象官署一覧表」に定める各対象官署において実施するものとする。 

 

１ 業務の内容等 

  業務の詳細及び機器については、別添「保守点検項目」のとおりとする。   

  

２ 一般留意事項 

  業務実施に当たっては、熊本国税局総務部会計課経費係及び各対象官署（以下「甲」という。）

と日程等について十分な協議を行った上で年間作業工程表（日付の記載があるもの）及び緊急時連

絡先を作成し甲へ提出する。 

また、受託者（以下「乙」という。）は、履行場所における器具・備品の破損又は盗難に善良な

る管理者としての注意を払うとともに、甲が指定する監督職員（以下「監督職員」という。）の指

示に従うほか、以下の留意事項を遵守する。 

点検実施日については、事前に甲と協議の上決定し、点検作業は、開庁日の８時３０分から１７

時の間に実施する。 

なお、業務の実施予定日の１４日前までに、乙は甲に対し、業務内容、実施予定日時等を書面に

より連絡し、甲の承認を得ることとする。 

⑴ 作業員等 

イ 乙は、契約締結後、直ちに作業員名簿（作業責任者を表示すること。）を作成し、その身分、

住所、氏名及び資格等（吸収式冷温水発生機の点検に従事する者についてはその職歴等を必ず

記載すること。）について、甲宛提出することとする。 

なお、作業員を変更する場合は、変更理由及び変更作業名を業務開始までに書面にて提出す

るものとする。 

  ロ 作業員は、社名入りの統一した制服若しくは名札を着用するものとする。 

また、被服は努めて清潔にするものとし、言語動作に注意し、他の者に不快の念を与えない

よう注意するものとする。 

ハ 作業員については、当該業務の性質上、最も経験が豊富でかつ堅実な人物を選定し、限定す

るものとする。 

なお、作業員の中に本業務の履行について著しく不適当な者がいると認められる場合には、

甲は必要な措置を要求することができるものとする。 

ニ 作業実施に伴う作業員の疾病、傷害、その他の事故については、乙の責任において措置する

ものとする。 



ホ 本業務の実施に当たっては、従業員に発熱等の風邪症状が見られた場合には、他の作業員を

従事させる。 

 ⑵ 施設の利用 

  イ 甲は、作業を実施するために必要な諸施設を乙に無償で使用させるものとする。 

ロ 乙は、作業を実施するために必要な施設は、常に整理整頓し善良な管理者としての注意のも

と利用するものとする。 

  ハ 作業を実施するために要する電気、水道、ガス等の経費については、甲の負担とする。 

ニ 乙は、電気、水道、ガス等の使用については、極力節約し、効率的に使用しなければならな

い。    

⑶ 乙は監督職員の指示に従い業務を実施し、業務終了後には次の書類を甲に提出して報告する。 

なお、書類の様式については、契約締結後速やかに甲に書面により提出し、承認を得た様式   

を使用する。 

  イ 点検業務を実施した場合 

    点検結果報告書（通常点検用）（業務完了後速やかに） 

  ロ 甲からの故障等の連絡に対応した場合 

    点検結果報告書（随時点検用）（業務完了後速やかに） 

⑷ その他冷暖房機器の故障時の連絡及び対応等 

イ 乙は、業務実施において、施設、設備等に損傷又は故障個所を発見した時及び庁舎管理上支

障を来すおそれのある場合は、速やかに甲にその内容及び修理に要する費用等を報告する。 

ロ 甲から冷暖房運転期間中に故障等の連絡を受けたときは、速やかに技術員を派遣して随時点

検を実施し、その故障原因の解明に努め、その内容及び修理に要する費用等を報告する。 

⑸ その他 

イ 乙は、業務実施に当たっては、関係法令を遵守し、誠実、迅速かつ効率的に行うものとし、

職員の執務に支障を来たさないように配慮する。 

  ロ 業務実施において、発生及び収集した塵等は、乙の負担により廃棄するものとする。 

 

３ 検査確認 

乙は、業務実施の都度、甲が指定する検査職員（以下「検査職員」という。）から業務について

の合否の判定を受け、四半期に係る点検結果報告書総括表及び各業務の点検結果報告書（報告書に

は、点検前、点検中、点検後及び劣化状況等を示す写真及び図面等を添付）を作成の上、甲へ提出

し、本業務についての最終的な合否の判定を受けることとする。 

  また、検査職員から業務に関する資料の提出を求められた時は、これに応じなければならない。 

 



４ 損害賠償責任 

  業務従事者の故意又は過失により庁舎の備品並びに第三者に損害を与えた時は、乙は直ちに甲に

報告するとともに、その賠償の責任を負うものとする。 

 

５ その他 

⑴ 甲は、乙の作業員が実施する業務に際しては、スムーズに完了するよう協力するものとする。 

⑵ 乙は、本仕様書で作業する月を定めている業務について、本仕様書と異なる月に業務を行うこ

ととなった場合は、速やかに甲に連絡するとともに、その理由を甲に書面で提出する。 

⑶ 本仕様書及び契約書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

「建築保全業務共通仕様書（最新版）」によることとし、不明な点や疑義が生じた場合は、その

都度、甲と協議の上、解決に当たるものとする。 

⑷ 乙は、空調設備の維持管理のため、日常管理工法や関係法令改正の連絡等の情報を甲に提供す

るサービスを実施すること。 

また、経年等により、今後修理を要すると思われる箇所については、写真を添付し、理由及び

修理費等を記載した適宜の様式で報告すること。 

⑸ 吸収式冷温水発生機については、高度技術力及び判断力並びに作業指導等の総合的な技術を有

し、実務経験１０年程度以上の者で既設機器の冷凍能力同等以上（メーカーは問わない）の保守

の実績を持つ第２種冷凍機械責任者により保守を実施すること。 

また、下請等を利用して吸収式冷温水発生器の保守を実施する場合は、既設機器のメーカーが

認定する冷熱製品管理技術認定者により実施すること。 

⑹ 乙は、請求書作成に当たっては、請求内容に誤りがないことを確実に確認し、誤りがあった場

合は、その理由及び改善策を熊本国税局総務部会計課経費係へ書面で提出する。 

⑺ 業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 

⑻ 不明な点や疑義が生じた場合は、甲と協議することとし、乙が独断で施工してはならない。た

だし、独断により施工した場合については、乙の負担とする。 

 

６ 応札者の条件 

  提供サービスの信頼性を確保するための業務管理及び運営体制が本仕様書に示す基準を満たし

ていること。 

  業務実施時のトラブルに対応するため緊急時連絡体制図を作成し、責任者が速やかにトラブルに

対応できる十分な体制があること。 

  作業実施前提出書類を指定の期日までに提出できるものであること。 

 



７ 検査職員及び監督職員 

  各対象官署における検査職員及び監督職員は、別紙のとおりとし、契約締結時に決定する。 

 



　

不在の場合

八代税務署 866-8605 熊本県八代市花園町１６番地２ 0965-32-3141 税務署長 会計係長

竹田税務署 878-8791 大分県竹田市大字会々１６５０番地１７ 0974-63-3141 税務署長 総務係長

鹿児島税務署 890-8691 鹿児島県鹿児島市荒田１丁目２４番４号 099-255-8111 総務担当副署長 会計係長

監督職員

別　紙

　　総務課長

※作業日程等については対象官署と打合せの上決定すること

郵便番号対象官署 所     在     地 電話番号

対象官署一覧表

検査職員



別 添 

 

保 守 点 検 項 目 

 
１ 冷房機の保守点検項目 
 ⑴ 冷房運転前及び冷房運転中 

イ 安全装置、自動制御機器装置及び各計器盤類の点検・調整 

ロ 圧縮機、凝縮器、冷却器、送風機（同ベルト）等の点検・調整 

ハ 電気回路、電動機の点検・調整 

ニ 機器回転部分（要油）の注油 

ホ フィルター、ストレーナーの点検・調整・清掃 

  ヘ 空気調和機内外の点検・調整 

ト 電気、水（温水又は蒸気）、油配管系統の点検・調整 

  チ 冷媒配管系統の点検調整 

    リ 冷却塔内外の点検・調整（冷房運転前、冷房運転中（期間中２回実施）及び暖房運転前点検 
時に実施） 

  ヌ その他当然必要と認められる箇所の点検・調整 

  ル 冷却水の水質管理 

   (ｲ) 水質検査（冷房運転中点検時のみ実施） 

   (ﾛ) レジオネラ検査（上記イのうち初回のみ実施） 

   (ﾊ) 冷却水処理剤（内外化学製品㈱製の各製品と同等品以上） 

八代税務署 

（RCC-110 パック剤及び RCC-310 パック剤（年間使用予定数量：各 8 個）） 

竹田税務署 

（RCC-516（年間使用予定数量：50ｋｇ）） 

鹿児島税務署 

（RCC-516（年間使用予定数量：60ｋｇ） 

① 冷却水処理剤を請負者負担にて調達し、適正適量を投入（冷房運転前点検時に実 

施） 

② 不足量の補充（冷房運転中点検時のみ実施） 

⑵ 冷房閉止後 

   機器全般にわたる点検・調整 
 
２  暖房機の保守点検項目 

⑴ 暖房運転前及び暖房運転中 

  イ  バーナー関係 

   (イ) ノズル等各部点検 



                                          

    (ロ) オイルギヤーポンプ軸受、給油確認 

   ロ 自動制御関係 

   (イ) プロテクトリレー点検 

    (ロ) フォートセル点検 

    (ハ) コンビネーションコントロール点検 

    (ニ) 配線ターミナル（緩み）確認 

   ハ ブロアーセクション関係 

    (イ) 送風機軸受、給油確認 

    (ロ) ファンベルト張り調整確認 

   ニ 熱交換器関係 

    (イ) 燃焼室変形焼損有無確認 

    (ロ) ドラフトレギュレーター確認 

    (ハ) 加湿器作動確認 

    (ニ) 外装点検（緩み、傷） 

   ホ 油配管関係 

    (イ) 油漏れ点検 

    (ロ) ストレーナ清掃確認 

   ヘ 試運転 

    (イ) 一次空気調整 

    (ロ) 燃焼試験 

    (ハ) 不着火遮断機能確認 

    (ニ) 室湿上昇確認 

    (ホ) 各部自動装置正常運転の確認 

⑵ 暖房閉止後 

   機器全般にわたる点検・調整 

 

３ 大気汚染防止法に基づく、ばい煙及び窒素酸化物測定の実施及び報告（竹田税務署を除く） 

 ⑴  大気汚染防止法に基づく、ばい煙測定の実施及び報告 

  ⑵  大気汚染防止法に基づく、窒素酸化物測定の実施及び報告 

 

※ 各対象官署の各冷暖房機の機種等は、参考のとおり 



参考

備考

イン オン イン オン

日立グローバルライフソ
リューションズ 吸収冷温水機 HAU-FH70CXR ○ ○ 244.2 189,000 1 ○ ○ ○ ○

ダイキン パッケージエアコン（室外機） RZYP112A（E）（H) ○ ○ 1 ○ ○

ダイキン パッケージエアコン（室内機） ○ ○ 1 ○ ○ KSK室

三菱重工 パッケージエアコン（室外機） FDEJ40D2　 ○ ○ 1 ○ ○

三菱電機 パッケージエアコン（室内機） ○ ○ 1 ○ ○ 面接室

三菱電機 パッケージエアコン（室外機） PKZ－ERMP405LL2 ○ ○ 1 ○ ○

三菱電機 パッケージエアコン（室内機） ○ ○ 1 ○ ○ 会議室

三菱電機 パッケージエアコン（室外機） PUZ-ERMP80HA4 ○ ○ 1 ○ ○

三菱電機 パッケージエアコン（室内機） ○ ○ 1 ○ ○ 署長室

三菱電機 パッケージエアコン（室外機） PLFY－P71HMG9 ○ ○ 1 ○ ○

三菱電機 パッケージエアコン（室内機） PUHY－RP140DMG9 ○ ○ 2 ○ ○ 会議室

新晃 ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ DH-17 ,  DH10 ○ ○ － － 2 ○ ○

－ ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ － ○ ○ － － 27

荏原冷熱システム 冷却塔 SBW-70ES ○ － － 1 ○ 2 ○

荏原製作所 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ － ○ － － 1 ○

－ 冷温水1次ﾎﾟﾝﾌﾟ － ○ ○ － － 1

－ 冷温水2次ﾎﾟﾝﾌﾟ － ○ ○ － － 2

－ 膨張ﾀﾝｸ － ○ ○ － － 1

－ ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ － ○ ○ － － 1

三洋電機 小形吸収冷温水機 SUW-GK50K ○ ○ 170.0 155.0(kW) 1 ○ ○ ○ ○

ダイキン パッケージエアコン（室外機） RZRP63BCT ○ ○ 1 ○ ○

ダイキン パッケージエアコン（室内機） ○ ○ 1 ○ ○ サーバー室

ダイキン パッケージエアコン（室外機） RYJ112FE ○ ○ 1 ○ ○

ダイキン パッケージエアコン（室内機） ○ ○ 1 ○ ○ 事務室

ダイキン パッケージエアコン（室外機） FDCXP634HAG ○ ○ 1 ○ ○

ダイキン パッケージエアコン（室内機） ○ ○ 1 ○ ○ 署長室

木村工機 ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ FCV110VK2-C ○ ○ － － 1 ○ ○

木村工機 ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ FCV100VK2-C ○ ○ － － 1 ○ ○

木村工機 ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ CAV-45A ○ ○ － － 1 ○ ○

－ ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ （床置10天吊9） ○ ○ － － 19

日本ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ 冷却塔 SCT-600FWZ ○ － － 1 ○ 2 ○

川本ﾎﾟﾝﾌﾟ 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ GEK65×50 ○ － － 1 ○

川本ﾎﾟﾝﾌﾟ 冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ GEK80×65 ○ ○ － － 1

－ 膨張ﾀﾝｸ － ○ － － 1 ○

－ ｵｲﾙｷﾞｱﾎﾟﾝﾌﾟ － ○ － － 1 ○

－ 加湿用給水ﾀﾝｸ － ○ － － 1 ○

－ 加湿器 － ○ － － 3 ○

－ ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ 100L  灯油 ○ ○ － － 1

竹田 平8.12

　　　　　○（期間中１回）

　　　　　○（期間中１回）

　　　　　○（期間中１回）

八代 平7.11

　　　　　○（期間中１回）

　　　　　○（期間中１回）

　　　　　○（期間中１回）

　　　　　○（期間中１回）

　　　　　○（期間中１回）

冷暖房機器機種一覧表

設置年月 機　　種 冷房 暖房
冷房能力
（ｋｗ）

暖房能力
（kcal/h

）
台数

冷房 暖房



参考

備考

イン オン イン オン

冷暖房機器機種一覧表

設置年月 機　　種 冷房 暖房
冷房能力
（ｋｗ）

暖房能力
（kcal/h

）
台数

冷房 暖房

三菱重工 吸収式冷温水機 MGU-21B ○ ○ 670.0 410.0(kw) 1 ○ ○ ○ ○

三菱重工 パッケージエアコン（室外機） FDCJ40HD2 ○ ○ 1 ○ ○

三菱電機 パッケージエアコン（室内機） ○ ○ 1 ○ ○
事務機械室
兼用紙庫

三菱電機 パッケージエアコン（室外機） MPUZ－ERP40HA7 ○ ○ 1 ○ ○

三菱電機 パッケージエアコン（室内機） ○ ○ 1 ○ ○ 副署長室

三菱電機 パッケージエアコン（室外機） PUZ－ERMP40KA2 ○ ○ 1 ○ ○

三菱電機 パッケージエアコン（室内機） ○ ○ 1 ○ ○ KSK室

三菱電機 パッケージエアコン（室外機） PUHY-RP335DMG9 ○ ○ 1 ○ ○

三菱電機 パッケージエアコン（室内機） PLFY-P112HMG9 ○ ○ 2 ○ ○ 署長室

三菱電機 パッケージエアコン（室外機） ○ ○ 1 ○ ○

三菱電機 パッケージエアコン（室内機） PLFY-P90LMG9 ○ ○ 1 ○ ○ 副署長室

三菱電機 パッケージエアコン（室外機） MPUZ－ERP40HA7 ○ ○ 1 ○ ○

三菱電機 パッケージエアコン（室内機） ○ ○ 1 ○ ○ 打合室

三菱電機 パッケージエアコン（室外機） FHCP83EB ○ ○ 1 ○ ○

三菱電機 パッケージエアコン（室内機） ○ ○ 1 ○ ○ 会議室

三菱重工 パッケージエアコン（室外機） FDCJ160HKX2B ○ ○ 1 ○ ○

三菱電機 パッケージエアコン（室内機） ○ ○ 1 ○ ○ 副署長室

三菱重工 パッケージエアコン（室外機） ○ ○ 1 ○ ○

三菱電機 パッケージエアコン（室内機） MPL－RP40LA3 ○ ○ 1 ○ ○ 打合室

富士通ゼネラル ルームエアコン（室外機） AO－AH560K2 ○ ○ 1 ○ ○

富士通ゼネラル ルームエアコン（室内機） ○ ○ 1 ○ ○ 打合室

松下電器 ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ － ○ ○ 51.0 23.2(kw) 1 ○ ○

松下電器 ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ － ○ ○ 59.7 24.9(kw) 1 ○ ○

松下電器 ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ － ○ ○ 68.2 33.2(kw) 1 ○ ○

松下電器 ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ － ○ ○ 75.0 30.0(kw) 1 ○ ○

松下電器 ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ － ○ ○ 56.6 30.1(kw) 1 ○ ○

松下電器 ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ － ○ ○ 65.2 24.9(kw) 1 ○ ○

松下電器 ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ － ○ ○ 51.2 30.1(kw) 1 ○ ○

松下電器 ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ － ○ ○ 55.5 37.7(kw) 1 ○ ○

松下電器 ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ － ○ ○ 49.0 30.9(kw) 1 ○ ○

松下電器 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 床置型 ○ ○ － － 8 ○ ○

松下電器 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 天ｶｾ型 ○ ○ － － 83 ○ ○

－ 冷却塔 － ○ － － 1 ○ 2 ○

－ 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ － ○ － － 1 ○

－ 冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ － ○ ○ － － 1

日本ｴｱｰﾌｲﾙﾀｰ 電気集塵器 － ○ ○ － － 7 ○ ○

日本ｴｱｰﾌｲﾙﾀｰ 電気集塵器 － ○ ○ － － 3 ○ ○

山武計装 中央監視盤 savic-netG5 ○ ○ － － 1 ○ ○

山武計装 熱源・ﾛｰｶﾙ制御機器 － ○ ○ － － 1 ○ ○

鹿児島 平13.11

　　　　　○（期間中１回）



 

応札条件等証明書 
 

令和  年  月  日 

 

 

支出負担行為担当官 

熊本国税局総務部次長 殿 

 

所 在 地 
 

氏 名 又 は 

会 社 名 

 

代 表 者 氏 名 
 

 

 

当社は、「八代税務署ほか２税務署庁舎の空調機保守管理業務」の入札に関し、仕様書

中の条件をすべて満たしていることを証明するため、証明書類を別添のとおり提出いた

します。 

 

 

連絡先 

所 属 氏 名 電話番号 メールアドレス 

    

※名刺を添付することで、記載を省略することができる。 

  



 

令和  年  月  日 

 

指名停止等に関する申出書 
 

 

支出負担行為担当官 

 

熊本国税局総務部次長 殿 

 

所 在 地 
 

氏 名 又 は 

会 社 名 

 

代 表 者 氏 名 
 

 

 

「八代税務署ほか２税務署庁舎の空調機保守管理業務」の入札に当たり、当社は、各省

各庁から指名停止等を受けていないことを申し出ます。 

 また、本日以降に、各省各庁から指名停止等の措置を受けた場合は、直ちに指名停止

等の通知書等を提示するとともに、本入札には参加いたしません。 

 

連絡先 

所 属 氏 名 電話番号 メールアドレス 

    

※名刺を添付することで、記載を省略することができる。 

  



 

誓 約 書 

□私 

□当社 

は、下記１及び２のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。 

  この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることに

なっても、異議は一切申し立てません。 

  また、貴職において必要と判断した場合に、別紙役員等名簿により提出する当方の個人

情報を警察に提供することについて同意します。 

記 

１ 契約の相手方として不適当な者 

  法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人であ

る場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、

団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、

暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２

条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定

する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

  役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

  役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

  役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどし

ているとき 

  役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

２ 契約の相手方として不適当な行為をする者 

  暴力的な要求行為を行う者 

  法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

  取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

  偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 

  その他前各号に準ずる行為を行う者 

 

支出負担行為担当官 

熊本国税局総務部次長 殿 

令和  年  月  日 

住所（または所在地） 

社名及び代表者名 

連絡先 

所 属 氏 名 電話番号 メールアドレス 

    

※ 名刺を添付することで、記載を省略することができる。 

※ 添付書類：役員等名簿  



 

（別紙） 

役員等名簿 

法人（個人）名： 

 

役 職 名 
（ フ リ ガ ナ ） 

氏 名 
生 年 月 日 性 別 住 所 

 （ ） T 

  年 月 日 
男
・
女 

 
S 

H 

 （ ） T 

  年 月 日 
男
・
女 

 
S 

H 

 （ ） T 

  年 月 日 
男
・
女 

 
S 

H 

 （ ） T 

  年 月 日 
男
・
女 

 
S 

H 

 （ ） T 

  年 月 日 
男
・
女 

 
S 

H 

 （ ） T 

  年 月 日 
男
・
女 

 
S 

H 

 （ ） T 

  年 月 日 
男
・
女 

 
S 

H 

 （ ） T 

  年 月 日 
男
・
女 

 
S 

H 

 （ ） T 

  年 月 日 
男
・
女 

 
S 

H 

 （ ） T 

  年 月 日 
男
・
女 

 
S 

H 

 （ ） T 

  年 月 日 
男
・
女 

 
S 

H 

（注）法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。 

※当該役員等名簿は例示であるため、「役職名」「氏名（フリガナ）」「生年月日」「性別」及び「住所」

の項目を網羅していれば、様式は問わない。 

 

  



 

委 任 状 

令和  年  月  日 

支出負担行為担当官 

熊本国税局総務部次長 殿 

 

住 所 

                       会社名 

                       代表者 

（又は代理人） 

 

下記の者を代理人と定め、下記権限を委任します。 

 

記 

 

                  代理人  住 所 

（又は復代理人） 

                     役職名 

                       氏 名 

 

 

１ 委任事項  

⑴ 「八代税務署ほか２税務署庁舎の空調機保守管理業務」の入札に関する一切の権限 

⑵ 復代理人の選任に関する一切の権限 

 

２ 委任期間  令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

          （証明書等の提出日 ～ 開札を行う日） 

以上 

 
 
 
連絡先 

所  属 氏  名 電話番号 メールアドレス 
    

  



業 務 の 一 部 再 委 託 の 内 容 

令和  年  月  日 

（申出書提出日） 

支出負担行為担当官 

熊本国税局総務部次長 殿 

（ 申 請 者 ） 

住 所  

氏 名 

又は 

会 社 名 

 

代表者氏名   

 

○ 入札件名 ： 八代税務署ほか２税務署庁舎の空調機保守管理業務 

 

○ 委託予定先の内容 

名     称  

本 店 
所 在 地  

電 話 番 号  社 員 数  

代 表 者 
役       職  

氏       名  

設 立 年 月 日  

企  業  概  要  

委託予定の業務内容 

 

 

 

委 託 の 必 要 性 

 

 

 

委託先がアクセスする

情報の範囲 

（要保護情報を取り扱う場合に記載） 

委託先における当該情

報の取扱い 

（要保護情報を取り扱う場合に記載） 

  ※ 注意事項等については、裏面を参照すること。 

  



 

（ 注 意 事 項 等 ） 

 

１ 競争に参加する者は、本件入札に係る業務の一部を再委託する予定がある場合には、証

明書等の受領期限までに、当該書類を支出負担行為担当官に提出すること。 

 

２ 「委託予定の業務内容」については、業務が特定できるようにできる限り詳細に記載す

ること。 

 

３ 「委託の必要性」については、「技術的に可能となる理由」又は「適正な費用で実施可能

となる理由」等について記載すること。 

 

４ 再委託先に要保護情報を扱わせる可能性がある場合は、「再委託先における情報セキュ

リティ対策の遵守方法及び管理体制に関する計画書」を別途作成し、併せて、提出するこ

と。（任意様式） 

 

５ 再委託先に要保護情報を扱わせる可能性がある場合は、再委託先が競争に参加する者と

同等の情報セキュリティ水準を具備すべきことが、当該再委託先と受託先との契約におい

て定められる予定であることを証する書面を、併せて、提出すること。（任意様式） 

 

６ 再委託の内容等に関し、説明若しくは資料の提出を求められた場合には、それに応じる

こと。 

 

７ 契約締結後は、支出負担行為担当官に「業務委託承認申請書」を提出し、その承認を得

ること。 

  



紙による入札への参加について 

 

令和  年  月  日 

支出負担行為担当官 

熊本国税局総務部次長 殿 

 

 

                      住   所 

                      氏   名 

                        又は 

会 社 名 

                      代表者氏名              

 

 

当社（者）は、「八代税務署ほか２税務署庁舎の空調機保守管理業務」の入札について、調達

ポータルを使用して参加できないため、紙により入札に参加いたします。 

 

〇 調達ポータルを利用して入札に参加できない理由 

（記入例） 

電子認証カードを令和〇年〇月〇日付で申請中であるが、手続が遅れているため。 

  



入 札 書 
令和  年  月  日 

支出負担行為担当官 

熊本国税局総務部次長 殿 

所 在 地  

氏 名 又 は 

会 社 名 

代 表 者 

 

（代理人または復代理人） 

氏 名  

 

下記のとおり入札します。 

記 

１ 入札件名 八代税務署ほか２税務署庁舎の空調機保守管理業務 

 

２ 入札金額 
金額 

           

  (注)金額の数字はアラビア数字を用い、頭に￥を記入すること。 

(注)入札金額は、「入札内訳書」の合計欄と一致すること。  

３ 電子くじ番号     

  (注)任意の３桁の数字を記入すること。 

４ 契約条件 契約書・仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。 

 

 

 

連絡先 

所 属 氏 名 電話番号 メールアドレス 

    

※名刺を添付することで、記載を省略することができる。 

  



業 務 委 託 承 認 申 請 書 

令和  年  月  日 

支出負担行為担当官 

 熊本国税局総務部次長 殿 

（ 申 請 者 ）  

                         住   所 

                        会 社 名 

                         代表者名              

 

 「八代税務署ほか２税務署庁舎の空調機保守管理業務」に関する契約に基づき、次のとおり

申請する。 

○ 委託予定先の内容 

名     称  

本 店 
所 在 地  

電 話 番 号  社 員 数  

代 表者 
役       職  

氏       名  

設 立 年 月 日  

委 託 開 始 年 月 日  

委 託 金 額 （ 円 ）  

拠  点 

名       称  

開始年月日  

所 在 地  

電 話 番 号  社 員 数  

委託予定の業務内容  

委 託 の 必 要 性  

  ※ 注意事項等については、裏面を参照すること。 

○ 処理整理欄（ 処理決定日 ：  年  月  日 ） 

審査年月日 審 査 結 果 承認又は不承認の理由 担当整理欄 

担当課 ． ． 承 認・不 承 認    

会計課 ． ． 承 認 ・ 不 承 認    

 ※「処理整理欄」は、記載しないこと。   



（ 注 意 事 項 等 ） 

 

１ 申請者は、契約締結後、速やかに業務委託承認申請書を提出すること。 

なお、企画競争などの技術評価を行って業者を決定する場合は、事前に技術力の確認のた

め、申請書の提出を求める場合がある。 

 

２ ｢委託金額（円）｣については、業務委託先との契約金額を記載すること。 

 

３ ｢拠点｣において、当該法人が複数の拠点を有する際には、代表的な名称のみを記載し、同

所在地欄にその拠点数を記載すること。 

 

４ 「委託予定の業務内容」については、業務が特定できるようにできる限り詳細に記載する

こと。 

 

５ 業務委託承認申請書には、委託先業者の資格審査等級決定通知書の写しを添付すること。 

 

６ 業務委託承認申請書には、情報セキュリティ対策基準（平成 13 年 1 月 6 日最高情報セキ

ュリティ責任者決定）第４部に基づき、仕様書に定める再委託先に関する必要な情報を添付

すること。 

 

７ 業務委託承認申請書の内容に関し、当局から説明若しくは資料の提出を求められた場合は、

それに応じること。 

 

８ 委託開始年月日前までに当局より不承認の連絡がない場合には、承認があったものとみな

す。 

 

９ 申請内容に変更が生じた場合には、速やかに書面により連絡すること。 

 



 

契  約  書 （案） 

 

 

支出負担行為担当官 熊本国税局総務部次長 宮原 雅史（以下「甲」という。）と、株式会社 

●●●●●●●●● 代表取締役 ●● ●●（以下「乙」という。）とは、次の条項により「八

代税務署ほか２税務署庁舎の空調機保守管理業務」に関する契約（以下「本契約」という。）を

締結する。 

 

（信義誠実の原則） 

第１条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約の各条項を履行するものとする。 

 

（本契約の目的） 

第２条  本契約では、別添「八代税務署ほか２税務署庁舎の空調機保守管理業務仕様書」（以

下「仕様書」という。）に基づき行う、八代税務署ほか２税務署庁舎の空調機保守管理業務

（以下「本業務」という。）に関する事項を定めるものである。 

２ 乙は、本契約の条項に従い、本業務を行い、甲は、乙にその対価を支払うものとする。 

 

（履行場所） 

第３条 業務の履行場所は、仕様書に記載する場所とする。 

２ 甲は、乙が業務を履行するために必要な要件を満たす履行場所を、甲の負担であらかじめ

用意するものとする。 

３ 甲は、必要に応じて、前項の履行場所を視閲することができるものとする。 

４ 前２項の履行場所の要件及び乙が当該履行場所を使用するに当たって遵守すべき事項に

ついては、甲乙協議の上、決定するものとする。 

 

（契約期間） 

第４条 契約期間は、令和８年４月１日（水）から令和９年３月 31日（水）とする。 

 

（契約金額） 

第５条 契約金額は、●，●●●，●●●円（内消費税額及び地方消費税額●●●，●●●円）

とし、甲が乙に支払う四半期毎の支払金額は、別紙１「支払金額内訳書」のとおりとする。 

２ 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第２８条第１項及び第２９条並びに地方税

法第７２条の８２及び第７２条の８３の規定に基づき算出した額である。 

 

（契約保証金） 

第６条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。 

 

（権利義務の譲渡等の制限） 

第７条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承認を得た場合

を除き第三者（乙の子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号に規定する子

会社をいう。）である場合を含む。以下同じ。）に譲渡し、又は承継させてはならない。ただ

し、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令（昭和２５年政令第３５０号）第１条の３



に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。 

２ 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の乙に対する弁済の効力は、甲

が、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第４２条の２に基づき、センター支

出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。 

 

（下請け、委託等の禁止） 

第８条 乙は、本業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

２ 乙は、原則として本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、

あらかじめ書面により甲に協議し、承認を得た場合はこの限りではない。 

３ 前項ただし書により甲が承認した場合には、承認を得た第三者も前項の義務を負うものと

し、乙は、当該第三者に前項の義務を遵守させるために必要な措置を執らなければならない。

その後に承認を得た第三者についても同様とする。 

４ 第２項ただし書により甲が承認した場合でも、乙は甲に対し、承認を得た第三者の行為に

ついて全責任を負うものとする。 

５ 第２項ただし書にかかわらず、乙は、第２０条第２項第１３号から第１７号の一に該当す

る者（以下「解除対象者」という。）を下請負人等（下請負人（下請が数次にわたるときは、

すべての下請負人を含む。）、受任者（再委任以降のすべての受任者を含む。）及び下請負人若

しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同

じ。）とすることができない。 

６ 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負

人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。

なお、この場合において、乙は、甲に対して損害賠償その他名目のいかんを問わず金銭を要

求することができないものとする。 

７ 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約を解除することができる。 

（１）下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を

承認したとき。 

（２）正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しく

は下請負人等に対し下請負人等が締結した契約を解除させるためにとりうる措置を講じな

いとき。 

８ 前項の場合、乙は甲が実際に被った損害について、第２５条に規定する損害賠償責任を免

れない。 

 

（応札条件の維持） 

第９条 乙は、本契約が終了するまで、仕様書に定める応札者の条件を維持しなければならな

い。 

 

（秘密の保持） 

第 10 条 乙は、甲の与えた指示及び本契約の遂行上知り得た甲の秘密情報（書面等をもって

甲が乙に提供した情報及び甲の施設内又はそれに準じる場所で作業する際に見聞又は認識

した情報の一切をいう。以下「秘密情報」という。）を保持し、これを本契約の履行以外の目

的に使用し、又は第三者に開示してはならない。 

２ 乙は、本業務及び前項にて秘密保持義務を負っている甲の秘密情報が化体されたソフトウ

ェア、図面、書類、データ等を、本契約履行のために必要な範囲の従事者以外の者に開示し、

または使用させてはならない。 

３ 乙は、自らの従事者その他の者に対して、本条の義務を遵守させるために必要な措置をと



らなければならない。 

４ 乙が本条の義務に違反した場合には、甲は乙に対して、契約金額の１００分の３０に相当

する金額を違約罰として請求することができる。この場合、乙は、甲が実際に被った損害に

ついて、第２５条に規定する損害賠償責任を免れないものとする。 

５ 個人情報に関する取扱いについては、前各項に掲げるほか別紙２の取扱いを遵守しなけれ

ばならない。 

６ 前各項の規定は、本契約終了後においても適用されるものとする。 

 

（費用負担） 

第 11 条 本業務の遂行に要する一切の費用は、乙の負担とする。 

 

（服務等） 

第 12 条 乙は、業務を行うに当たっては、甲の指示に従い、常に善良な管理者の注意をもっ

て行わなければならない。 

２ 乙は、乙の従事者の身元、風紀、衛生及び規律の維持に関して一切の責任を負うものとす

る。 

３ 甲は、乙の従事者が不適当と認めたときは、乙に対して従事者の交替を求めることができ

る。 

４ 乙は業務を行うに当たっては、必要に応じ現場責任者を定め、甲に通知するものとする。 

 

（監督等） 

第 13 条 甲は、本契約の履行に関し、甲の指定する監督職員（以下「監督職員」という。）に

乙の本業務の遂行を監督させ、又は、必要な指示をさせることができる。 

２ 乙は、監督職員の監督又は指示に従わなければならない。 

３ 甲は、第８条第２項ただし書の規定により承認した場合には、乙に対し、本契約上の義務

の履行に関して為された乙と第三者との間の契約内容の開示を要求することができるもの

とする。 

 

（事情変更） 

第 14 条 甲及び乙は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その

他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、

協議して本契約の全部又は一部を変更することができる。ただし、乙から労務費、原材料費

又はエネルギーコスト等の上昇に伴う契約金額の変更について申出があった場合には、その

可否について迅速かつ適切に協議するものとする。 

２ 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議して書

面により定めるものとする。 

 

（期間の延長） 

第 15 条 乙は、天災地変その他正当な理由により契約に定める期限までに業務を終了するこ

とができない場合は、正当な理由を明らかにして甲に期間の延長を求めることができる。 

２ 甲は、乙の理由をやむを得ないものと認めたときは、甲が相当と認める日数の期間を延長

することができる。 

３ 乙は、仕様書に定める期限までに業務を終了することができないと認めたときは、直ちに

その理由及び業務終了予定期日等を甲に申し出て、甲の承認を得なければならない。 

４ 乙の責に帰すべき事由による延期の申し出があった場合、乙は、違約罰として甲に対し、



遅延日数に応じ、契約金額に対して契約時点の政府契約支払遅延防止法等に関する法律（昭

和２４年法律第２５６号）第８条の規定により財務大臣が定める率で計算した額を遅延損害

金として納付するものとする。 

５ 前項の場合、乙は、甲が実際に被った損害について、第２５条に規定する損害賠償責任を

免れないものとする。 

 

（検 査） 

第 16 条 乙は、本業務を終了したときには、速やかに甲に報告し、甲の指定する検査職員（以

下「検査職員」という。）の検査を受けなければならない。 

２ 甲は、乙から前項の規定による報告を受けた日から１０日以内に検査職員をして検査を行

わなければならない。 

３ 甲の要求があった場合には、乙は、甲の実施する検査に立ち会うため、乙の要員を派遣し

なければならない。 

４ 乙は、第１項の検査に合格したときをもって業務を完了したものとする。 

５ 検査の結果不合格の場合、乙は、検査職員の指示に従い、遅滞なく必要な修補を行った上、

再度検査を受けなければならない。 

６ 第３項及び第５項に係る一切の費用は、乙の負担とする。 

 

（契約金額の請求及び支払） 

第 17 条 乙は、本業務を完了したときは、３か月ごとに、第５条に定める金額に基づき作成

した別紙１「支払金額内訳書」の該当月分に係る「支払金額」欄の金額を甲があらかじめ定

める書式又は甲に事前に提出してその承認を得た乙の書式による支払請求書をもって、契約

金額の支払を甲に請求するものとする。 

２ 前項の請求金額に円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 

３ 甲は、乙から適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から３０日以内に、乙の金

融機関の口座へ振込みにより支払わなければならない。 

４ 前項の期限内に甲の支払がないときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２

４年法律第２５６号）の定めるところによる。 

 

（業務完了後における説明等） 

第 18 条 乙は、本業務の完了後においても、甲から本業務の内容について説明又は資料の提

出を求められたときは、これに応じなければならない。 

 

（契約不適合責任） 

第 19 条 甲は本業務を完了した日から起算して１年以内に、本業務に種類、品質又は数量に

関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）を発見し、乙に対してそ

の旨を通知したときは、乙に対して乙の負担において相当の期間を定めて甲の承認及び選択

した方法により、その契約不適合の修補、代品との交換又は不足分の引渡しによる履行の追

完を請求することができる。 

２ 甲は、前項の各請求とともに、又はこれに代えて損害賠償を請求することができる。本項

によって賠償を請求することができる損害は、本業務の契約不適合を原因として、甲に発生

した次の各号の費用、負担、その他の損害（以下「損害等」という。）で本業務の契約不適合

と相当因果関係のあるものに限る。 

（１）本業務の契約不適合の改修に要する期間中、本業務の甲の使用目的を達成するために要

した内部人件費等の一切の費用 



（２）本業務の契約不適合を原因として、本業務が本来予定される基準を下回る性能又は機能

しか発揮せず、それを主たる原因として、甲の使用目的の遂行に支障が生じ、その結果を回

復するために、甲が要した人件費、外部業者委託費等の一切の費用 

（３）契約不適合を原因として、甲の提供する行政サービスに障害が生じ、その結果、その行

政サービスの受領者（以下「国民等」という。）から、クレーム、訴訟手続、その他の不服申

立て等（以下「不服申立て等」という。）が提起された場合において、甲が国民等に支払いを

命ぜられた金額及び甲が不服申立て等を防御するために要した一切の費用 

３ 第１項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行

の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を

請求することができる。 

（１）履行の追完が不能であるとき。 

（２）乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

（３）契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなけ

れば契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその

時期を経過したとき。 

（４）前３号に掲げる場合のほか、甲が本項本文の催告をしても履行の追完を受ける見込みが

ないことが明らかであるとき。 

４ 第１項に定める期間経過後といえども、乙の責に帰すべき事由が原因となった本業務の重

大な契約不適合及び乙の故意又は重大な過失による契約不適合が発見され、又は発生した場

合には、甲は、乙に対して本契約の解除ができるほか、第１項ないし第３項に基づく各請求

ができるものとする。 

５ 前各項の規定は、本契約終了後においても適用されるものとする。 

 

（解 除） 

第 20 条 甲は、自己の都合により、乙に対し１か月の予告期間をもって書面により通告し、

本契約を解除することができる。 

２ 甲は、乙に次の各号に該当する事由が生じ、その事由により乙による本契約上の義務の履

行に支障が生じると認められるときは、甲は、何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約

の全部又は一部を解除することができるものとする。 

（１）本契約に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反事実が是正されないとき。 

（２）相当な理由なく、期間内に本契約を履行する見込みがないと認められるとき。 

（３）甲に重大な損害又は危害を及ぼしたとき。 

（４）財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる事由があるとき。 

（５）本業務の履行に著しい遅延のあったとき。 

（６）第１６条に規定する再検査を経ても検査に合格する見込みがないと認められるとき。 

（７）契約不適合により契約の目的を達することができないとき又は第１９条に規定する甲の

請求に応じないとき。 

（８）監督官庁から営業許可等の取消、停止等の処分を受けたとき。 

（９）自己の財産について、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競

売等の申立てがあったとき。 

（10）破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てがあったとき又は

清算に入ったとき。 

（11）手形、小切手の不渡り等、支払停止、支払不能等の事由が生じたとき。 

（12）解散の決議をしたとき。 



（13）役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常

時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営

に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴

力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。 

（14）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

（15）役員等が暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接

的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき。 

（16）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどして

いるとき。 

（17）役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 

（18）自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為をしたとき。 

（19）自ら又は第三者を利用して、法的な責任を超えた不当な要求行為をしたとき。 

（20）自ら又は第三者を利用して、取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を

したとき。 

（21）自ら又は第三者を利用して、偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為をしたとき。 

（22）その他、第１８号から第２１号に準ずる行為をしたとき。 

３ 甲が前項の規定により本契約を解除した場合、乙に対して、契約金額の１００分の３０に

相当する金額を違約罰として請求することができるものとする。 

４ 乙が、本契約で別途定める場合を除き、本契約上の規定に違反した場合には、甲は、第１

項の解除をしない場合でも、乙に対して契約金額の１００分の３０に相当する金額を違約罰

として請求することができるものとする。 

５ 前２項の場合、乙は、甲が実際に被った損害について、第２５条に規定する損害賠償責任

を免れないものとする。 

 

（本契約の任意解約等） 

第 21 条 甲は、必要に応じて本契約の内容を変更し、又は本契約を一時中止し、若しくは打

切ることができるものとする。 

２ 甲が前項により本契約の内容変更又は一時中止若しくは打切りをした場合には、甲は、乙

の要求により次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に規定する費用を補償

するものとする。 

（１）本契約の内容変更の場合 合理的な追加費用 

（２）本契約の一時中止又は打切の場合 当該時点までに乙に発生した合理的な費用 

３ 前項の場合において、乙は、甲に対して前項の費用以外に損害賠償その他名目のいかんを

問わず金銭を要求することができないものとする。 

 

（談合等の不正行為に係る解除） 

第 22 条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を

解除することができる。 

（１）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関

する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第７条若しくは第８条の

２（同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除措置命

令を行ったとき、同法第７条の２第１項（同法第８条の３において読み替えて準用する場合

を含む。）、第７条の９第１項、第２項若しくは第２０条の２から第２０条の６の規定による



課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第７条の４第７項若しくは第７条の７第３項の規

定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

（２）乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人）が刑法

（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止法第８９条第１

項若しくは第９５条第１項第１号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 

２ 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当

該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 

 

（談合等の不正行為に係る違約金） 

第 23 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を

解除するか否かにかかわらず、契約金額の１００分の１０に相当する額を違約金として甲が

指定する期日までに支払わなければならない。 

（１）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条若しくは第８条の２（同

法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除措置命令を行

い、当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）に定める期間内

に抗告訴訟の提起がなかった（同訴訟が取り下げられた場合を含む。）又は当該訴訟の提起

があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき。 

（２）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１項（同法第８

条の３において読み替えて準用する場合を含む。）、第７条の９第１項、第２項又は第２０条

の２から第２０条の６の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令に係る行政事件

訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった（同訴訟が取り下げられた場合を含む。）

又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の

判決が確定したとき（独占禁止法第６３条第２項の規定により当該納付命令が取り消された

場合であっても影響を及ぼさない。）。 

（３）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の４第７項若しくは第

７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

（４）乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人）が刑法

第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項

第１号の規定による刑が確定したとき。 

２ 乙は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の

契約金額の１００分の１０に相当する額のほか、契約金額の１００分の５に相当する額を違

約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

（１）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１項（同法第８

条の３において読み替えて準用する場合を含む。）、第７条の９第１項又は第２項の規定によ

る納付命令（独占禁止法第７条の３第１項、第２項又は第３項の規定の適用がある場合に限

る。）を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなか

った（同訴訟が取り下げられた場合を含む。）又は当該訴訟の提起があった場合において同

訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき（独占禁止法第６３条第

２項の規定により当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。）。 

（２）当該刑の確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが認定されたとき。 

（３）乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出している

とき。 

３ 乙は契約の履行を理由として、前２項の違約金を免れることができない。 

４ 第１項及び第２項の規定は、第２５条に定める損害の額が違約金を超過する場合において、

甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。 



（調査） 

第 24 条 甲は必要と認める場合には、期限を示して、乙にその業務若しくは資産の状況に関

し報告若しくは帳簿書類その他の資料の提出を求め、又は甲の指定する者（甲と契約関係に

ある公認会計士等を含む。）を乙の営業所、工場その他の関係場所に派遣して必要な調査を

させることができるものとする。 

２ 乙は、前項に規定による報告及び資料の提出並びに調査に協力しなければならない。 

３ 第１項の規定による報告若しくは資料の提出又は調査に関して、乙が報告若しくは資料の

提出をせず、若しくは乙が虚偽の報告若しくは資料を提出し、又は乙が調査に協力しない場

合には、甲は、乙に対して、契約金額の１００分の３０に相当する金額を違約罰として請求

することができるものとする。 

４ 前項の場合において、乙は、甲が実際に被った損害について、第２５条に規定する損害賠

償を免れないものとする。 

 

（損害賠償） 

第 25 条 乙は、債務不履行に基づき甲に損害を与えた場合は、甲に対し、一切の損害を賠償

するものとする。 

２ 前項の損害には、甲が乙に対し履行を求める一切の費用、国民等から、不服申立て等が提

起された場合において甲が国民等に支払いを要する金額及び甲が不服申立て等を防御する

ために要した一切の費用並びにこれらのために要する訴訟等裁判手続に関する費用を含む

ものとする。 

 

（賠償金等の徴収） 

第 26 条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わな

いときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から契約金額支払の日

までの日数に応じ、契約時点の国の債権の管理等に関する法律施行令第２９条第１項本文に

規定する財務大臣が定める率を定める告示（昭和３２年１月１０日大蔵省告示８）に基づき

計算した利息を付した額と、甲の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追

徴する。 

２ 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数に応じ、契約時点の国の債権の管理等

に関する法律施行令第２９条第１項に本文に規定する財務大臣が定める率を定める告示（昭

和３２年１月１０日大蔵省告示８）に基づき計算した額の遅延損害金を徴収する。 

 

（不当介入に関する通報・報告） 

第 27 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等

の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）を受け

た場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不

当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとす

る。 

 

（紛争の解決） 

第 28 条 本契約について、甲と乙との間で協議を要するものにつき協議が整わないとき、又

は甲と乙との間に紛争が生じたときは、甲の所在地を管轄する地方裁判所に調停の申し立て

を行い、甲と乙双方ともこれに服するものとする。 

２ 前項の規定による解決のために要する一切の費用は、甲と乙の平等の負担とする。 

 



（法律、規格等の遵守） 

第 29 条 乙は、本契約上の義務の履行に関して必要とされる法令、規格等の一切を遵守し、

その適法性を確保するものとする。 

 

（人権尊重努力義務） 

第 30 条 乙は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」（令

和４年９月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡

会議決定）を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。 
 

（補則） 

第 31 条 本契約に関して疑義を生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、甲乙

協議して決定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

本契約の締結の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

 

令和８年●月●日 

 

 

 

 

甲  熊本市西区春日２丁目 10 番１号 

支出負担行為担当官 

熊本国税局総務部次長 宮原 雅史 

 

 

乙  ●●市●●町●●●●●● 

  株式会社 ●●●●●●●●● 

  代表取締役 ●● ●● 

 



別紙１

（業務名：八代税務署ほか２税務署庁舎の空調機保守管理業務） （単位：円）

月 支払金額 備考

令和８年　４月

令和８年　５月

令和８年　６月

令和８年　７月

令和８年　８月

令和８年　９月

令和８年　１０月

令和８年　１１月

令和８年　１２月

令和９年　１月

令和９年　２月

令和９年　３月

計

支払金額内訳書

第一四半期

第二四半期

第三四半期

第四四半期



別紙２  

 

個人情報に関する取扱い（第１０条第５項） 

 

（定義） 

第１条 本契約における個人情報とは、甲から乙に開示又は提供される情報のうち、生存す

る個人に関する情報であって当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述、又は個

人別に付された番号、記号その他の符号、画像若しくは音声等によって当該個人を識別

できるもの（当該情報だけでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、

それによって当該個人を識別できるものを含む。）として甲が指定する情報をいう。 

 

（秘密保持） 

第２条 乙は、甲の事前の書面による承諾なく、いかなる方法によっても個人情報を第三

者（乙の子会社（会社法第２条第３号に規定する子会社をいう。）である場合を含む。以

下同じ。）に開示又は提供等してはならないものとする。 

２ 甲は前項の承諾を求められた場合、必要に応じて第三者との契約書案の写し、その他

甲の指定する書類の提出を乙に求めることができるものとする。 

３ 乙は、甲の事前の書面による承諾を得て第三者に対し本契約書と同等の義務を課さな

ければならない。なお、第三者が個人情報の紛失、破壊、盗用、改竄及び漏洩などの事

故等（（以下「事故等」と言う。）故意、過失を問わない。）を発生させ、甲又は個人情報

から識別される個人に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。 

 

（個人情報の使用） 

第３条 乙は、個人情報を本件業務の遂行に必要な範囲に限り使用できるものとする。 

 

（複製等） 

第４条 乙は、個人情報を本件業務遂行に必要な場合であって、かつ、甲の事前の書面に

よる承諾がある場合に限り、複製又は加工をすることができるものとする。 

２ 乙は、前項により複製又は加工した個人情報についても、本契約書上の個人情報とし

て取扱うものとする。 

 

（管理） 

第５条 乙は、個人情報の漏洩、滅失又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のため

に必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

２ 乙は、前項にて実施する安全管理措置のうち、少なくとも次の各号を定め甲の承認を

得るものとし、甲が更に安全管理措置を指定する場合にはこれを実施するものとする。 

（１）個人情報の取扱い責任者 

（２）個人情報に接する従業員その他本件業務遂行に従事する者 

（３）個人情報の授受、移送方法 

（４）個人情報の保管場所及び保管・管理（以下「保管等」と言う。）の方法 

（５）個人情報の具体的な取扱手順及び利用方法 

（６）個人情報の取扱いに使用する装置、機器、触体等への技術的安全装置の内容 

（７）従業員等への個人情報保護の教育、訓練の実施の有無等 

３ 乙は、本件業務を遂行するために個人情報に接する必要のある従業員その他、業務遂



行に従事する者（以下「従業員等」と言う。）以外の者が個人情報に接することのないよ

うに個人情報を保管等するものとし、また、乙の責任において個人情報に接する従業員

等に本契約の義務を遵守させなければならない。 

 

（個人情報の取得）  

第６条 乙は、本件業務の遂行上、甲から指示がある場合を除き乙自ら個人情報に該当す

る情報を取得してはならない。なお、乙が個人情報の取得を要すると判断した場合には、

甲に通知のうえ甲の指示に従うものとする。なお、甲が乙の個人情報の取得を必要と認

める場合には可能な限り個人情報を特定し、その指示は文書にて行うこととする。 

 

（問合せ等）  

第７条 乙は、個人情報に関する開示、訂正、利用停止等の請求又は問合せを受けた場合、

直ちに甲に連絡のうえ、甲の指示に従わなければならない。 

 

（個人情報の返還）  

第８条 乙は、甲の要求がある場合、又は本件業務が終了した場合、甲の指示に従い乙の

責任と負担において個人情報を甲に返還、破棄若しくは消去しなければならない。なお、

甲の求めに応じ、破棄、消去の方法、完了日等を甲に報告するものとする。 

 

（事故発生時の対応等）  

第９条 乙は、個人情報に関する事故等の発生、若しくはその恐れがあることを知った場

合、直ちに甲に連絡し、甲の指示の下に、乙の責任と負担において対応策を講ずるもの

とする。なお、事故等の発生により甲又は情報主体本人に損害を与えた場合には、乙は

その損害を賠償しなければならない。 

２ 前項の規定に関わらず、個人情報の情報主体との関係などから乙自ら上記の対応策を

講ずることが必要と判断するときは、乙の責任と負担において対応策を講ずるものとす

る。ただし、その場合であっても事後甲に報告し了解を得るものとする。なお、乙自ら

の対応策についても甲が指示する場合は、甲の指示に従うものとする。 

３ 前２項における連絡及び対応策の実施は乙の債務不履行に係る責任を免除するもの

ではない。 

 

（再委託の取扱）  

第 10 条 乙は、甲の書面による承諾がなく、本件業務の一部を第三者に委任し、又は請け

負わせてはならない。 

２ 甲は、前項の承認を求められた場合、必要に応じて乙に対し、第三者との契約書の写

し、その他甲の指定する書類の提出を求めることができるものとする。 

３ 乙は、甲の事前の書面による承諾を得て第三者に対し本別紙２と同等の義務を課さな

ければならない。また、当該第三者が事故等を発生させた場合であっても甲又は情報主

体本人に損害を与えた場合には、乙はその損害を賠償するものとする。 

 

（監査）  

第 11 条 乙は、本件業務期間中、少なくとも６ヶ月に１回又は甲が求めた場合はその都

度、第２条から第４条並びに第５条にて実施する安全管理措置の実施状況を甲に報告す

るものとする。 



２ 甲は、乙の業務の履行場所、施設等に立ち入り、本別紙２上の義務の遵守状況を確認

できるものとする。なお、立ち入りの方法等については甲と乙で協議するものとする。 

３ 甲は、前各項の結果、不備等が確認された場合、必要な指示を行うことができるもの

とする。 

４ 第１項又は第２項の結果、事故等が発生する蓋然性が高い不備があると甲が判断した

場合、或いは第３項の指示後相当の期間経過後においても不備が是正されない場合、又

は指示に従わない場合、甲は直ちに無償にて本件業務の全部又は一部を解除できるもの

とする。また、甲に損害が生じた場合には、乙は、その損害を賠償しなければならない。 


